
はい 

年末調整されていない分の給

与収入金額とその他の所得の

合計が 20万円（※2）を超えて

いますか？ 

 

社会保険料控除や扶

養控除などの追加や

変更はありますか？ 

結果③へ 

はい いいえ 

結果①へ 結果④へ 

いいえ 

はい いいえ 

結果①へ 結果⑤へ 

年金収入が下記の金額を超

えていますか？ 

【64歳以下】98万円 

【65歳以上】148 万円 

はい いいえ 

結果③へ 結果①へ 

はい 

年金以外の所得の合計が

20万円（※3）を超えてい

ますか？ 

 

結果④へ 
はい 

いいえ 

いいえ いいえ 
年末調整はされています

か？ 

所得の合計額が 95 万円

（※1）を超えています

か？ 

年金以外の所得が

ありますか？ 
社会保険料控除や扶養控

除などの追加や変更はあ

りますか？ 

結果②へ 結果③へ 結果③へ 結果①へ 

所得の合計額が 95 万円を超

えていますか？ 

令和７年中（令和７年１月１日～12月 31 日）にどのような収入がありましたか？ 

スタート 
令和８年１月１日に養老町 

に住んでいましたか？ 
いいえ 

養老町への町県民税の申告は不要です  

令和８年１月１日に住んでいた市区町村へお尋ねください。 

はい 

主に給与収入 主に年金収入 主に営業・農業・不動産 

収入なし又は非課税所得のみ 
（遺族の受ける恩給や年金、障害

年金、失業給付など） 

給与収入が2,000万円

を超えていますか？ 

年金収入が400万円を

超えていますか？ 

はい はい はい いいえ いいえ いいえ 

はい 

はい いいえ 

結果③へ 結果①へ 

※2 

年金収入の場合、下記の金額 

【64 歳以下】80万円 

【65 歳以上】130 万円 

※3 

給与収入の場合 95万円 

養老町内にお住まいの人に扶養

されていますか？ 

はい いいえ 

結果④へ 

結果③へ 

※フローチャートは一般的な例を示しています。 

ご自身の状況によって変わる場合もありますので、不明な点は養老町役場

税務課までお問い合わせください。 

 

※1 

給与収入の場合 160万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
所得税の確定申告もしくは 

町県民税の申告が必要です 

所得税が源泉徴収されていて申告によって還付を受ける人は確定申告が必要です。 

所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。 

② 
町県民税の申告が必要な場合

があります 

【※次のいずれかに該当する人は「収入なし」の申告をしてください。】 

国民健康保険税や介護・後期高齢者医療保険料などの算定や、扶養、融資など各種申請で

所得の証明が必要な人 

③ 所得税の確定申告が必要です 

所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。 

なお、所得税の確定申告の「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当する事項・金額が

あれば必ず記入してください。 

④ 所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありません 

⑤ 
勤務先から養老町に「給与支払報告書」が提出されている場合は、所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありません 

（提出されているか不明な場合は、勤務先にお問い合わせください。）  


